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参考資料 



１ 序論 



①社会保障（給付） 
国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うも
の。 （具体的には、社会保険または社会扶助の形態により、所得保障、医療及び社会福祉などの給付を行うもの。） 

②社会保障の基盤を形作る制度 
 ・医療や福祉についての資格制度、人材の確保、施設の整備、各種の規制等 
 ・公衆衛生、環境衛生、公害防止等 

③社会保障と類似の機能を果たす制度 
 生活にかかわる税制上の控除（公的年金等控除、障害者控除など） 

④社会保障が機能するための前提となる制度 
 雇用政策一般及び住宅政策一般 

社会保障制度の定義 

「社会保障制度に関する勧告」（昭和２５年 社会保障制度審議会） 

失業保険 

業務災害保険 

国家扶助 

公衆衛生・医療 

社会福祉 

医療・出産・葬祭保険 
・被用者保険 
・一般国民の保険 

老齢・遺族・廃疾保険 
・被用者保険 
・一般国民の保険 

社会保障制度とは、○疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方
法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、○生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低
限度を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員
たるに値する生活を営むことができるようにすることをいう。 

「社会保障将来像委員会第１次報告」（平成５年 社会保障将来像委員会） 

国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障することを目的として、公的
責任で生活を支える給付を行うもの 

＜勧告に基づくイメージ＞ 
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１ すべての国民の年金、医療、介護をカバー（国民皆保険・皆年金体制） 
・ 社会保障給付の大宗を占める年金・医療・介護は、社会保険方式により運営 
・ 年金制度は、高齢期の生活の基本的部分を支える年金を保障 
・ 医療保険制度は、「誰でも、いつでも、どこでも」保険証１枚で医療を受けられる医療を保障 
・ 介護保険制度は、加齢に伴う要介護状態になっても自立した生活を営むことが出来るよう必要 
  な介護を保障 

２ 社会保険方式に公費も投入し、「保険料」と「税」の組み合わせによる財政運営 

４ 国・都道府県・市町村が責任・役割を分担・連携 

３ 「サラリーマングループ」と「自営業者等グループ」の２本立て 

・ 社会保障の財源は、約６０％が保険料。約３０％が公費、約１０％が資産収入等で、保険料中心 
 の構成 

・ サラリーマン（被用者）を対象とする職域保険（健康保険、厚生年金）と自営業者、農業者、高齢者等を

対象とする自営業者等グループ（国民健康保険、国民年金）の２つの制度で構成 

我が国の社会保障制度の特徴 

・ 年金等は国、医療行政は都道府県、福祉行政は市町村がそれぞれ中心となって、社会保障制度を運営 
・ 医療・福祉サービスにおいては、民間主体が重要な役割を果たしている。 
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２ 社会保障制度の歴史 



昭和２０年代 

平成以降 

昭和５０・６０年代 

昭和３０・４０年代 

戦後の緊急援護と基盤整備（いわゆる「救貧」） 

安定成長への移行と社会保障制度の見直し 

国民皆保険・皆年金と社会保障制度の発展（いわゆる「防貧」） 

少子高齢社会に対応した社会保障制度の構造改革 

・戦後の混乱 ・栄養改善、伝染病予防と生活援護 

・高度経済成長 ・生活水準の向上 

・高度経済成長の終焉 ・行財政改革  

・少子化問題 ・バブル経済崩壊と長期低迷  

＜時代背景＞ 

＜時代背景＞ 

＜時代背景＞ 

＜時代背景＞ 

社会保障制度の変遷 
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昭和２０年代    戦後の緊急援護と基盤整備 

 
 
○栄養改善と生活改善 
 
 
○伝染病予防 
 
 
○医療提供に関する基本法の整備 

保健医療および衛生  
 
 
○生活援護施策 
 
 
 
 
○児童福祉・身体障害者福祉 
 
 
 
 
 
 

福祉および所得保障 

・栄養改善法（現・健康増進法）の制定 

・衛生害虫の駆除、予防接種の徹底  

・医療法、医師法等の制定 

 ・生活保護法の制定 

・児童福祉法の制定 

・身体障害者福祉法の制定 

・戦後の混乱期に、緊急対策として劣悪な食糧事情と衛生環境に対応した栄養改善と伝 染病予
防、引揚者・失業者などを中心とした、生活困窮者に対する生活援護施策を実施。 

・経済の民主化や教育の自由化などの改革の中で、社会保障についても、新憲法の下、基本的な
理念を構築。 

社会保障制度の変遷（Ⅰ） 
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昭和３０・４０年代    国民皆保険・皆年金と社会保障制度の発展 

 
 
○国民皆保険の達成 
 
 
○医療制度の拡充 
 
 
 

保健医療および衛生  
 
○国民皆年金の達成 
 
 
○年金給付の充実 
 
 
 
 
○保育所の整備と児童手当制度の創設 
 
 
 
 

福祉および所得保障 

・新国民健康保険法の制定 

・老人医療費の無料化  

 ・国民年金法の制定 

・経済成長に伴い、一般国民が疾病にかかったり、老齢になるなどにより貧困状態に陥ることを防
ぐために、昭和36年(1961）に国民皆保険・皆年金を実現。 

・また、更なる高度経済成長に伴い、年金給付額の改善や老人医療費の無料化がなされ、この時
期に社会保障制度は大幅に拡充。特に、昭和48年（1973）は「福祉元年」と呼ばれた。 

・高額療養費支給制度の創設 
・各都道府県に医科大学の整備    

・被用者保険の家族の７割給付の実現  

・年金水準の漸次引上げ、平均賃金の６０％ 
 設定 
・物価スライド制の導入 

・保育所数の増加 
・児童手当法の制定 

社会保障制度の変遷（Ⅱ） 
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昭和５０・６０年代    安定成長への移行と社会保障制度の見直し 

 
 
○老人保健制度の創設 
 
 
○医療制度の改革 
 
 
 
 
○がん対策 
 

保健医療および衛生  
 
 
○年金制度の改革 
 
 
 
 
○施設福祉から在宅福祉へ 

福祉および所得保障 

・老人保健法の制定 

・特定療養費制度の創設  

 ・基礎年金の導入 

・オイルショック以降、我が国の高度経済成長は終焉を迎え、国の行財政改革を迫られることとなり、
社会保障制度についても様々な見直しが行われた。 

・老人医療の無料化を見直すため老人保健制度の創設（1983）。また、被用者保険本人の1割負担
の導入（1984）。 

・基礎年金の創設による年金制度の再編成や給付水準の適正化を実施。（1985） 

・ショートステイ事業、デイサービス事業の開
始 
・ホームヘルパーの増員 

・健康保険被保険者１割負担の導入  

・対がん10カ年総合戦略の策定  

 ・給付水準の適正化 

・医療計画の導入 

社会保障制度の変遷（Ⅲ） 
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9 

 
 
○介護保険制度の創設 
 
○老人医療1割負担の徹底 
 
○健康保険本人３割負担 
 
○後期高齢者医療制度の創設 
 
○医療費適正化計画の策定 
 

保健医療および衛生  
 
 
 
○福祉３プランの策定と推進 
  
 
○厚生年金の支給開始年齢の引上げ 
 
○将来の年金保険料水準の固定 
 
 

福祉および所得保障 

社会保障制度の変遷（Ⅳ） 

平成以降    少子高齢社会に対応した社会保障制度の構造改革 

・我が国は、諸外国のなかでも類を見ない速度で少子高齢化が進行。平成2年に合計特殊出生率

が史上最低を記録（1.57ショック）。 

・経済が長期にわたって低迷する中、社会保険財政が悪化。社会保障制度の持続可能性を高める

ための制度改革を推進。 

 ・ゴールドプラン、エンゼルプラン、障害者プラン 
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３ 社会保障制度を取り巻く環境の変化 
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40.5%

3,646

合計特殊
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1.261.39

(2010)

12,806万人

8,993

生産年齢人口（15～64歳）割合

63.7%

（2010）

752

7,096

3,635

1,196

4,595

11,927

生産年齢

人口割合

51.1%

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

人口（万人）

平成18年推計値 
（日本の将来人口推計） 

実績値 
（国勢調査等） 

2015 2025 2035 2045 2055 

資料：総務省統計局「国勢調査」、総務省統計局「推計人口（年報）」、厚生労働省｢人口動態統計｣、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年１2月推計）中位推計」 

○我が国の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2055年には9000万人 
 を割り込み、高齢化率は40％を超えると推計されている。 

我が国の人口の推移 
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（資料出所）United Nations, World Population Prospects 2008 
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3,343 3,488 3,779 3,630 3,374 3,411 3,441 3,399 3,380 3,355 

655 
881 

1,001 1,273 1,633 1,677 1,732 1,760 1,721 1,755

0 
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6,000 

８５年 ９０年 ９５年 ００年 ０５年 ０６年 ０７年 ０８年 ０９年 １０年

○ 正規の職員・従業員は近年減少傾向。 
○ 2010年において、非正規の職員・従業員割合は、比較可能な2002年以降で最高の水準。 
○ 2010年において、派遣労働者は前年に比べ12万人減少。 

正規 

（資料出所）2000年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）、2005年以降は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）による。 
    注）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。 
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330(18.8％) 

その他 
137(7.8％) 

(-39) 

（34.3％） 

(＋34) 

(－25) 
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４ 社会保障の給付と負担 
（マクロベース） 



社会保障給付費（※）  2011年度（予算ベース） 107.8兆円 （対ＧＤＰ比 22.3%） 

 

 ※ 社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。 

保険料 59.6兆円（60%） 税 39.4兆円（40%） 

うち被保険者拠出 
 31.8兆円（32%） 

うち事業主拠出 
 27.8兆円（28%） 

うち国 
29.3兆円（30%） 

うち地方 
10.1兆円 
（10%）   

国（一般会計） 社会保障関係費等 
 ※2011年度予算 

   社会保障関係費 28.7兆円（一般歳出の53.1%を占める） 

積
立
金
の
運
用
収
入
等 

各制度における 
保険料負担 

都道府県 
市町村 

（一般財源） 

年金 53.6兆円（50%） 
《対ＧＤＰ比 11.1%》 

医療 33.6兆円（31%） 
《対ＧＤＰ比 6.9%》 

【負担】 

社会保障の給付と負担の現状（2011年度予算ベース） 

【給付】 社会保障給付費 

福祉その他 
20.6兆円（19%） 

《対ＧＤＰ比 4.3%》 

うち介護7.9兆円（7%） 
 《対ＧＤＰ比 1.6%》 
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一人当たり社会保障給付費（右目盛） 

2008 
(平成20) 

1990 
（平成2) 

1980 
（昭和55) 

1970 
（昭和45) 

1960 
（昭和35) 

1950 
（昭和25) 

（兆円） （万円） 

47.2 

24.8 

3.5 
0.1 

0.7 

94.1 

2000 
（平成12) 

78.1 

 2011 
  (予算 
ﾍﾞｰｽ) 

社会保障給付費の推移 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成20年度社会保障給付費」、2011年度（予算ベース）は厚生労働省推計、 
    2011年度の国民所得額は平成23年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（平成23年1月24日閣議決定） 
（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2008並びに2011年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。 

  1970 1980 1990 2000 2011(予算ﾍﾞｰｽ) 

国民所得額（兆円）Ａ 61.0  203.9  346.9  371.8  351.1 

給付費総額（兆円）Ｂ 3.5(100.0%) 24.8(100.0%) 47.2(100.0%) 78.1(100.0%) 107.8(100.0%) 

（内訳） 年金 0.9( 24.3%) 10.5( 42.2%) 24.0( 50.9%) 41.2( 52.7%) 53.6( 49.7%) 

          医療 2.1( 58.9%) 10.7( 43.3%) 18.4( 38.9%) 26.0( 33.3%) 33.6( 31.2%) 

          福祉その他 0.6( 16.8%) 3.6( 14.5%) 4.8( 10.2%) 10.9( 14.0%) 20.6( 19.1%) 

Ｂ／Ａ 5.77% 12.15% 13.61% 21.01% 30.70% 

107.8 

～
 

～
 

16 



（注）OECD：”Social Expenditure Database”等に基づき、厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室で算出したもの。いずれも2007年。 
  OECD社会支出基準に基づく社会支出データを用いているため、社会保障給付費よりも広い範囲の費用（公的住宅費用、施設整備費等）も計上されている。 
   高齢化率は OECD: “OECD in figures 2009” ）   

○ 我が国の社会保障給付の規模を部門別に比較すると、 
 ・ 年金 ― 米英を上回るが、他の欧州諸国をやや下回る規模 
 ・ 医療 ― 米国や欧州諸国を下回る規模 
 ・ その他の給付 ― 米国を上回るが、欧州諸国をかなり下回る規模  となっている 

9.55% 6.69% 6.71% 
10.70% 9.25% 

12.94% 

6.30% 
7.38% 6.84% 

7.85% 
6.58% 

7.49% 3.40% 
2.43% 

7.77% 

7.70% 11.87% 
8.32% 
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日本 アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン フランス 

福祉その他 

医療 

年金 

《1.25%》 

《うち介護》 

《0.01%》 
《0.54》 

《0.00%》 
《0.08%》 

《2.25%》 
19.26% 

16.50% 

21.32% 

26.24% 
28.75% 27.70% 

社会保障給付の部門別の国際的な比較（対GDP比） 

《高 齢 化 率（2007年）》 《21.5%》 《12.6%》 《16.0%》 《20.2%》 《16.6%》 《17.4%》 
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５ 社会保障の給付と負担 
（ミクロベース） 
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医療 
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育児休業 
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幼稚園 
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費用負担 

学校教育費等の
保護者負担 直接税 医療費 
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公的年金保険
料（本人負担分） 
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公共事業＋防衛＋その他 

（注） １．平成21年度（データがない場合は可能な限り直近）の実績をベースに1人当たりの額を計算している。具体的な計算方法は別紙のとおり。 
      ただし、「公共事業＋防衛＋その他」については、平成22年度予算ベース。 
    ２．直接税及び消費税は、国税及び地方税の合計である。 
    ３．負担という観点からは、将来世代の負担として、公債金（平成２２年度予算ベースで約４４兆円、国民１人当たり約３５万円）がある点についても留意が必要 
      である。 

ライフサイクルでみた社会保険及び保育・教育等サービスの給付と負担のイメージ 
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年
金 

自営業、専業主婦 国民年金 月額15,100円（平成22年度）           ※ 平成29年度以降 16,900円（平成16年度価格） 

サラリーマン 厚生年金 総報酬の16.058％（法定・労使折半）（平成22年9月～23年8月） ※ 平成29年度以降  18.3％ 

＜被保険者の本人負担（月収36万円の場合） 月収分：月28,904円 賞与分：年104,056円＞ 

医
療 

自営業者等 国民健康保険 １世帯平均 月額12,000円 （平成20年度） 

７５歳以上の高齢者
等 

長寿医療制度 １人当たり平均 月額約5,300円（平成22年度） ※年額約63,300円を12で割った数値。 

中小企業従業員等 全国健康保険協会
管掌健康保険 

総報酬の9.50％（平均保険料率、労使折半） 

＜被保険者一人あたり年額15.2万円、事業主負担込30.3万円（平成21年度）＞ 

大企業従業員等 組合管掌健康保険 総報酬の7.45％（平均保険料率、組合により労使の負担割合は異なる） 

＜被保険者一人あたり年額16.9万円、事業主負担込37.6万円（平成21年度決算見込）＞ 

介
護 
 

６５歳以上の方 介護保険 
第１号被保険者 

平均で月額4,160円(平成21～23年度） 

４０～６４歳の方 介護保険 
第２号被保険者 

総報酬の1.51％（全国健康保険協会管掌健康保険の場合・労使折半） 

＜被保険者一人あたり年額2.6万円、事業主負担込5.2万円（平成22年度見込）＞ 

雇
用 

労働者 雇用保険 賃金の1.55％（法定・労働者0.6％・事業主0.95％） 

社会保険料 所得税＋住民税 

年収が300万円の場合 約40万円 約0.9万円 

年収が500万円の場合 約65万円 約19.5万円 

年収が700万円の場合 約90万円 約45.9万円 
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○保険料 

○平成22年度のサラリーマン（夫婦子2人）世帯の拠出・負担のイメージ 

※ 財務省・総務省ホームページより作成 

【ミクロでみた社会保障給付を支える国民の拠出・負担】 
※各制度についての数字や金額は概算である。 



６ 社会保障と財政 



歳  出 歳  入 

  一般会計 
  歳出総額 

 92兆4,116億円 

社会保障関係費 
28兆7,079億円 

（31.1%） 

公共事業 
4兆9,743億円 

（5.4%） 

文教及び科学振興 
5兆5,100億円（6.0%） 

恩給 6,434億円（0.7%） 

その他 
9兆4,673億円 

（10.2%） 

地方交付税 
交付金等 

16兆7,845億円 
（18.2%） 

国債費 
21兆5,491億円 

（23.3%） 

一般歳出 
54兆781億円 

（58.5%） 

 防衛 4兆7,752億円（5.2%） 

一般歳出に占める社会保障関係費の割合 53.1% 

  一般会計 
歳入総額 

92兆4,116億円 

所得税 
13兆4,900億円 

（14.6%） 

その他収入 
7兆1,866億円 

（7.8%） 

公債金 
44兆2,980億円 

（47.9%） 

租税及び印紙収入 
40兆9,270億円 

（44.3%） 

うち（独）鉄運機構納
付金１兆2,000億

円、 
財政投融資特別会
計からの受入れ 
１兆588億円、 

外国為替資金特別
会計からの受入れ 

2,309億円 

法人税 
7兆7,920億円 

（8.4%） 

消費税 
10兆1,990億円 

（11.0%） 

その他 
9兆4460億円 

（10.2%） 

揮発油税 26,340（2.9%） 
相続税 14,230（1.5%） 
酒税 13,480（1.5%） 
たばこ税  8,160（0.9%） 
関税  8,150（0.9%） 
石油石炭税  5,120（0.6%） 
自動車重量税  4,280（0.5%） 
その他税収  4,130（0.4%） 
印紙収入 10,570（1.1%） 

国の一般歳出と社会保障関係費（平成23年度政府予算案） 
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年 金

53.6兆円

（49.7％）

保険料

59.6兆円

医療

33.6兆円

（31.8％）

国庫負担

29.4兆円

（うち介護 7.9兆円）

地方負担

10.1兆円

資産収入等
福祉その他

20.6兆円（19.1％）

社会保障関係費
28.7兆円

消費税10.2兆円

恩

給

関

係

費

0.6

兆

円

所得税
13.5兆円

公共事業関係費 5.0兆円

法人税 7.8兆円

文教及び科学振興費5.5兆円
その他の税収 9.4兆円

防衛関係費4.8兆円 その他収入7.2兆円

その他9.5兆円
建設公債6.1兆円

地方交付税交付金等

16.8兆円

特例公債
38.2兆円

国債費
21.5兆円

決

算

調

整

資

金

繰

戻

0.7
兆

円

社会保障の給付と負担の現状 

○ 社会保障給付費は約107.8兆円（年金が約５割、医療が約３割） 
○ この給付（107.8兆円）を保険料（約6割）と公費（国・地方）（約4割）などの組合せにより賄う 
○ 社会保障に対する国庫負担は28兆円を超え、一般歳出の53%を占めている 

一般会計歳出の31.1％ 
一般歳出の53.1％ 

社会保障給付費（平成23年度当初予算ベース） 国 一般会計（平成23年度当初予算） 
給付費 107.8兆円 財源 99.1兆円＋資産収入 歳出 92.4兆円 歳入 92.4兆円 

保険料の例 
年金 
 国民年金 
 15,020円(H23.4-) 
 厚生年金 
 16.058%(H22.9-) 
医療保険 
 協会けんぽ 
  9.50％（Ｈ23.3-） 
介護保険 
 １号保険料平均 
  4,160円 
  （H21～H23年度） 

直近の実績値（平成20年度） 
・ 社会保障給付費 94.1兆円（ＮＩ比26.8%） 
・ 財源構成 保険料 57.4兆円、公費32.7兆円 
        （ほか資産収入など） 
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○ 我が国の財政状況は極めて厳しい状況。 
○ 歳出が高止まりする一方、税収は低迷。 
○ 国・地方を合わせた長期債務残高は891兆円程度（GDP比184％）に達する（平成23年度政

府予算案における見通し）。 

一般会計歳出の推移 

一般会計税収の推移 

対ＧＤＰ比 
(右目盛) 

長期債務残高 
(国・地方合計) 

我が国の財政状況 
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国内総生産の推移 

名目ＧＤＰ 

名目ＧＤＰ成長率 

資料：内閣府「国民経済計算年報」 
（注）実額について、1955～1979年度は68SNA、1980～2009年度は93SNAに基づく計数、 
   成長率について、1956～1980年度は68SNA、1981～2009年度は93SNAに基づく計数。 

（兆円） 

2009 

（年度） 
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７ 機能別に見た社会保障制度 



  就学前 就学期   子育て・就労期   引退後 

                        

【保健・医療】 健診、母子健
康手帳等 

健診、未熟児医療、予防接種 等 
    

事業主による健康診断 
  

健康づくり 
健康診断 
疾病治療 

療養 

      

              特定健診・特定保健指導 
高齢者 
医療 医療保険（医療費保障） 

                      

【社会福祉等】 
保育所 

放課後             

介護保険 
 

（在宅サービス、施設サービス
等） 

児童福祉 
母子・寡婦福祉 

児童ｸﾗﾌﾞ             

地域の子育て支援 
（全戸訪問・育児支援家庭訪問事業等） 

      

      

子ども手当         

児童扶養手当       

保護を要する児童への社会的養護等       

障害（児）者福祉 
 

   ・在宅サービス（居宅介護、デイサービス、短期入所、補装具の給付等） 

   ・施設サービス（障害者支援施設等） 

   ・社会参加促進（スポーツ振興等） 

   ・手当の支給（特別障害者手当等） 

                              

【所得保障】 遺族年金 

年金制度 
   障害年金 

          老齢年金 

生活保護 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、最低限度の生活を保障 

            

【雇用】   職業紹介、職業相談等 

労働力需給調整 
労災保険 
雇用保険 

  高齢者雇用 

  障害者雇用 

  働いて事故にあった時、失業した時など 

職業能力開発 
  公共職業訓練 

  労働者個人の自発的な職業能力開発を支援 

男女雇用機会均等 
仕事と生活の両立支

援 
  男女雇用機会均等・育児休業・介護休業等 

労働条件 
  最低限の労働条件や賃金を保障 

  労働者の安全衛生対策 

6歳 12歳 15歳 18歳 出生 20歳 40歳 50歳 60歳 70歳 75歳 

国民生活を生涯にわたって支える社会保障制度 
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○ 社会保障の機能の一つとして、所得の再分配により、国民生活と社会の安定を確保する機能がある。 
○ 近年、高齢化の進行等により、当初所得の格差が拡大する中にあって、再分配後の所得格差は一定 
 水準を維持している。年金の成熟化等に伴い、社会保障による再分配効果は上昇。 
 ※ 所得再分配調査によれば、高齢者世帯の増加等により当初所得のジニ係数は年々大きくなっているが、再分配所 

  得のジニ係数は平成11年調査以降0.38前後で推移 

○平成２０年 所得再分配調査 

注：平成２０年 所得再分配調査（厚生労働省） 

注 ジニ係数とは所得などの分布の均等度を示す指標。０から１までの値をとり、０に近いほど分布が均等であり、１に近いほど不均等 

 になる。所得の場合、０に近いほど所得格差が小さく、１に近いほど所得格差が大きいことを示す。 

社会保障の所得再分配機能 
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注：平成11年以前の現物給付は医療のみであり、平成14年以降については医療、介護、保育である。 

当初所得の 
格差 

再分配 
による 
改善度 

再分配 
所得の 
格差 

29.3 26.4 
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19.2 
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① 年金 
 
 
 
 



自営業者等 公務員等 民間サラリーマン 
第２号被保険者の 

被扶養配偶者 

1,985万人  3,872万人 

第１号被保険者 第３号被保険者 第２号被保険者等 

6,878万人 

厚生年金保険 

加入員数 
3,425万人 

 
 
 

加入員数 
447万人 

※平成21年3月時点 
 
 
 

1,021万人 

（職域加算部分） 

（数値は平成22年3月時点） 

○ 現役世代は全て国民年金の被保険者となり、高齢期となれば、基礎年金の給付を受ける。（１階部分） 

○ 民間サラリーマンや公務員は、これに加え、厚生年金や共済年金に加入し、基礎年金の上乗せとして報酬比例
年金の給付を受ける。（２階部分） 

共済年金 

国 民 年 金 （ 基 礎 年 金 ） 
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公的年金制度の仕組み 



 

 ○ 被保険者数 （公的年金制度全体）   6,878万人（平成21年度末） 
 ○ 受給権者数  （公的年金制度全体）   3,593万人（平成20年度末） 
  ○ 国民年金保険料                  15,100円（平成22年度） 

                        ※ 保険料納付率：60.0%（平成21年度） 
 ○ 厚生年金保険料率             16.058％（平成22年9月～平成23年8月） 
 ○ 年金額         老齢基礎年金  月66,008円（平成22年度）  
                          ※ 平均額：月5.4万円（平成20年度） 
                  老齢厚生年金  月232,592円（平成22年度、夫婦2人分の標準的な額） 
                         ※ 平均額：月16.4万円（単身、基礎年金を含む）（平成20年度） 
 ○ 保険料収入（公的年金制度全体）      32.1兆円（平成22年度予算ベース） 
 ○ 国庫負担額（公的年金制度全体）     11.2兆円（平成22年度予算ベース） 
 ○ 給付費 （公的年金制度全体）        51.4兆円（平成22年度予算ベース）  
 ○ 積立金（国民年金・厚生年金）        128兆円（平成21年度末、時価ベース） 

基本データ 

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者 

○ 20歳以上60歳未満の自営業者、農業
者、無業者等 

○ 民間サラリーマン、公務員 ○ 民間サラリーマン、公務員
に扶養される配偶者 

○ 保険料は定額 

  ・ 平成22年4月現在 月15,100円 
  ・ 平成17年４月から毎年280円引き上げ、

平成29年度以降16,900円（平成16年度
価格）で固定 

※ 毎年度の保険料額や引上げ幅は、物価や賃金の動

向に応じて変動。  

○ 保険料は報酬額に比例 

 （厚生年金） 

 ・ 平成22年9月現在 16.058％ 
 ・ 平成16年10月から毎年0.354%引
き上げ、平成29年度以降18.30% で
固定 

○ 労使折半で保険料を負担 

○ 被保険者本人は負担を要
しない 

○ 配偶者の加入している被用
者年金制度（厚生年金又は共
済年金）が負担 
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国庫負担 

国民年金 厚生年金など 

基礎年金勘定 

現役世代 
自営業者など 

国民年金の 
第1号被保険者 

国民年金の第2号被保険者 
＝厚生年金の被保険者など 

被用者（サラリーマン） 

拠
出
金 

拠
出
金 

基礎年金の給付 

年金受給者 

国民年金保
険料 

厚生年金 
保険料など 

各制度は、基礎年金給付費の総額
を、それぞれの被保険者 
数（第３号被保険者を含む）で按
分した額を負担する。 

（注１） 資金の大きな流れのみを表示しており、細かい部分は省略している。 
（注２） 共済年金については、「厚生年金など」に含めている。 
（注３） 「国民年金」・「厚生年金など」は、年金の給付や基礎年金勘定への拠出にあたり、年金積立金の運用収入など、保険料と国庫負担以外の収

入も、その支出に充てている。 

厚生年金などの給付 
（報酬比例年金） 

労使折半 
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年金財政の仕組み 



○国民年金制度 （平成20年度末（平成21年３月末）現在）

万人 万人 万円 兆円 兆円 兆円 円 

第 １ 号 被 保 険 者 ２,００１ ４.２ ７.７ [７.２] ３.５ [３.６] １５,１００ 

第 ２ 号 被 保 険 者 ３,８０９ ２,６９０ ２.５５ ５.８ 

第 ３ 号 被 保 険 者 １,０４４ －　 －　 －　　 －　 －　 －　
合 計 ６,８５３ 

（ 参 考 ）公 的 年 金 加 入 者 合 計 ６,９３６ 

○被用者年金制度 （平成20年度末（平成21年３月末）現在）

適用者数 年金扶養比率

① ② （繰上げ・繰下げ等除く）

万人 万人 万円 兆円 兆円 兆円 ％ 

厚 生 年 金 保 険 ３,４４４ １,３２４ ２.６０ １６.４ ３４.１ １２４.０ [１１６.６] ４.５ [４.６] １５.７０４ 

国 家 公 務 員 共 済 組 合 １０５ ６７ １.５８ ２１.９ ２.０ ８.６ [８.２] ６.３ [６.４] １５.１５４ 

地 方 公 務 員 共 済 組 合 ２９５ １７５ １.６９ ２２.７ ５.３ ３９.５ [３６.２] １０.１ [１０.０] １５.１５４ 

私 立 学 校 教 職 員 共 済 ４７ １１ ４.４９ ２１.４ ０.４ ３.４ [３.２] ９.９ [９.８] １２.５８４ 

合 計 ３,８９２ １,５７６ ２.４７ １７.４ ４１.８ １７５.５ [１６４.２] ５.３ [５.３] 

区　　分

被保険者数

①

老齢基礎年金等

受給権者数
②

年金扶養比率 老齢基礎年金

平均年金月額
（繰上げ・繰下げ除く）

実質的な

支出総費用額

積立金 積立比率 保険料
(平成22年４

月)

老齢基礎年金

支給開始年齢簿価ベース

[時価ベース]

簿価ベース

[時価ベース]

６５歳

（注）１．上記のほか、老齢福祉年金受給者数は、１万人である。

　　　２．第１号被保険者には、任意加入被保険者を含む。

　　　３．老齢基礎年金等受給権者数は、老齢基礎年金受給権者数に、旧国民年金法による老齢年金受給権者数、被用者年金制度の６５歳以上の旧法老齢（退職）年金の受給権者数等を加えたものである。

　　　４．老齢基礎年金平均年金月額は、繰上げ・繰下げ支給分を除いた老齢基礎年金受給権者に係る平均年金月額である。このほかに、繰上げ・繰下げ支給分の老齢基礎年金受給権者および旧国民年金

　　　　　法による老齢年金受給権者に係る分を含めた老齢基礎年金等平均年金月額は５．４万円である。

　　　５．実質的な支出総費用額は、給付費から基礎年金勘定からの受入を控除した額に基礎年金勘定への繰入を加えたものである。

　　　６．積立金[時価ベース]は、旧年金福祉事業団から承継した資産に係る損益を含めて、年金積立金管理運用独立行政法人における市場運用分の運用実績を時価ベースで評価したものである。

          なお、承継資産に係る損益の厚生年金・国民年金への按分は、厚生年金・国民年金のそれぞれの積立金の元本平均残高の比率により行っている。

　　　７．公的年金加入者合計は、被用者年金被保険者と、第１号・第３号被保険者の合計である。

（注）１．厚生年金保険の老齢（退職）年金受給権者数及び平均年金月額には、日本鉄道、日本電信電話、日本たばこ産業及び農林漁業団体職員の各旧共済組合において厚生年金保険に統合される前に裁定

　　　　された受給権者に係る分を含む。

　　　２．共済組合の老齢（退職）年金受給権者数には減額退職年金に係る分を含む。（厚生年金保険に含まれている旧三公社共済組合、旧農林漁業団体職員共済組合に係る分についても同じ。）

　　　３．老齢（退職）年金平均年金月額は、老齢基礎年金を含んだものである。ただし、繰上げ・繰下げ支給（減額退職年金を含む）を選択した者と、報酬比例部分の支給開始年齢に到達しているが定額

　　　　部分の支給開始年齢に到達していない者は除外して推計している。なお、今年度から、繰上げ支給選択者をより厳密な手法で除外するよう推計方法を変更している。

　　　４．実質的な支出総費用額は、給付費から基礎年金交付金を控除した額に基礎年金拠出金を加えたものである。

　　　５．厚生年金保険における坑内員及び船員の保険料率は、１６．４４８％である。

　　　６．厚生年金保険の積立金には厚生年金基金が代行している部分の積立金は含まれていない。

　　　７．厚生年金保険の積立金[時価ベース]は、旧年金福祉事業団から承継した資産に係る損益を含めて、年金積立金管理運用独立行政法人における市場運用分の運用実績を時価ベースで評価したもので

        ある。なお、承継資産に係る損益の厚生年金・国民年金への按分は、厚生年金・国民年金のそれぞれの積立金の元本平均残高の比率により行っている。

　　　８．積立比率とは、前年度末に保有する積立金が、実質的な支出のうち、保険料拠出によって賄う部分（国庫・公経済負担を除いた部分）の何年分に相当しているかを表す指標である。

　　　　（前年度末に保有する積立金が、国庫・公経済負担や追加費用を含めた実質的な支出総額の何年分に相当しているかを表す積立度合とは異なる。）

積立比率 保険料率
(平成22年４

月)

老齢(退職)年金

支給開始年齢

(平成22年度)簿価ベース

[時価ベース]

簿価ベース

[時価ベース]

 報酬比例部分

　一般男子・女子　　６０歳

　坑内員・船員　　　５９歳

 定額部分

　一般男子・共済女子６４歳

　厚年女子　　　　　６２歳

　坑内員・船員　　　５９歳

区　　分

老齢(退職)年金

受給権者数

(老齢・退年相当)

老齢(退職)年金

平均年金月額

(老齢・退年相当)

実質的な

支出総費用額

積立金

②

①

②

①
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公的年金制度一覧 



 
 

② 医療 
 
 
 



【 医療提供体制 】 患者（被保険者） 

②受診・窓口負担 

③診療 

①保険料 

⑤支払 

④請求 

 
・７５歳以上 
 １割負担 
 （現役並み所得者は３割負担） 
 
・７０歳から７４歳 
 ２割負担※ 
 （現役並み所得者は３割負担） 

・義務教育就学後から６９歳 

 ３割負担 

・義務教育就学前 

 ２割負担 

行政機関 

国  
 

都道府県 
 

市町村 

国民健康保険          1953        約3,900万人  
全国健康保険協会 
管掌健康保険 
（旧政管健保）        １        約3,500万人  
組合管掌健康保険      1497         約3,000万人 
共済組合              77          約900万人 

（保険者数） （加入者数） （主な制度名） 

※保険者数及び加入者数は平成２１年３月末時点 

保険者 

医師       286,699    

歯科医師       99,426   

薬剤師     267,751    

【 医療保険制度 】 

   ※平成20年4月から3年間、１割に据え置く 

   47      約1,300万人 
※加入者数は平成２１年３月末時点 

後期高齢者医療制度 
 

医療費34.1兆円 

保険料16.8兆円 

患者負担4.8兆円 
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病院        8,739 

  （病床数－1,601,476） 

診療所        99,635 
  （病床数－141,817） 

歯科診療所   68,097 

薬局        53,304 
※数字は、2009年10月1日時点、 

   薬局は、2009年3月31日時点 

    看護師     918,263 

    保健師       51,703 

    助産師       30,130 
※医師・歯科医師・薬剤師は2008年12月31日時点 

※看護師・保健師・助産師は2008年における厚生労働
省看護課集計 

我が国の医療制度の概要 



65歳 

75歳 

後期高齢者医療制度 

         
・75歳以上 
・約1,300万人 
・数：47 

組合管掌健康保険 

・大企業のサラリーマン 
・約3,000万人 
・数：約1,500 

協会けんぽ 

（旧政府管掌健康保険） 

・中小企業のサラリーマン 
・約3,500万人 
・数：１ 

前期高齢者財政調整制度（約1,400万人） 

退職者医療
（経過措置） 

国民健康保険 

・自営業者、年金生活者、  
   非正規雇用者等 
・約3,900万人 
・数：約2,000 

・公務員 
・約900万人 
・数：77 
 

・サラリーマンＯＢ 

・約200万人 

共済組合 

※ 加入者数・保険者数は、平成２１年３月末（ただし、前期高齢者者数は平成22年度予算における見込み値である。） 

被用者保険 地域保険 
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医療保険制度の体系 



市町村国保 国保組合 健保組合 協会けんぽ 後期高齢者医療制度 

被保険者 自営業者・無職等 自営業者等 主として大企業のサラリーマン 主として中小企業のサラリーマン ７５歳以上の高齢者 

保険者数 
（21年3月末） 

 １，７８８ １６５ １，４９７ １ ４７ 

加入者数 
（21年3月末） 

３，５９７万人 ３５２万人 
３，０３４万人 

（被保険者 １，５９１万人） 
（被扶養者 １，４４３万人） 

３，４７１万人 
（被保険者 １，９５０万人） 
（被扶養者 １，５２１万人） 

１，３４６万人 

加入者平均年齢 
（20年度） 

４９．２歳 ３８．８歳 ３３．８歳 ３６．０歳 ８１．８歳 

平均所得 
（総報酬） 

（20年度）（注４） 

加入者１人当たり 
旧但し書所得  ７９万円 

加入者１人当たり市町村民税課
税標準額 ２９８万円（注５） 

加入者１人当たり総報酬 
２９３万円 

加入者１人当たり総報酬   
２１８万円 

加入者１人当たり 
旧但し書所得  ７３．７万円 

加入者１人当たり 
医療費（20年度） 

  ２８．２万円 １６．７万円 １２．６万円 １４．５万円 ８６．３万円 

加入者１人当たり保険
料（20年度） 

８．３万円 １２．５万円 
 ９．１万円 

（事業主負担含め２０．３万円） 
８．９万円 

（事業主負担含め１７．７万円） 
 ６．５万円 

公費負担割合  給付費等の５５％（注６） 給付費等の３９％（注７） 定額（予算補助） 給付費等の１６．４％（注８） 給付費等の約５０％ 

国の予算 
（22年度）（注９） 

３兆２７４億円 ２，９３６億円 ２４億円 １兆４４７億円 ３兆７３４０億円 

積立金額 
（積立比率）（注10） ２，７４１億円（４％） ２，７７４億円（３９％） ４２，１７１億円（６９％） ０ （－） １，４０８億円（１％） 

（注１） 数値は国庫負担を除き、いずれも平成２０年度のものである。 
（注２） 被用者保険及び後期高齢者医療制度の加入者１人当たり医療費は、審査支払機関における審査分の医療費である（療養費等を含まない）。 
（注３） 加入者１人当たり保険料額は、市町村国保は平成２０年度における現年分保険料調定額であり、被用者保険は決算における保険料額を基に推計している。また、保険料額には 
    介護分を含んでいない。 
（注４） 旧ただし書所得は、総所得金額等（収入から給与所得控除等を控除したもの）から基礎控除（33万円）を控除した金額であり、市町村国保において保険料を試算する際使用されて 
    いるもの。市町村民税課税標準額は、総所得金額等から基礎控除のほか所得控除（扶養控除、配偶者控除等）を控除した金額。仮に、旧ただし書所得に相当するものを試算してみ                  
    ると、国保組合の場合は所得控除の額が不明であるため算定できないが、協会けんぽの場合は加入者１人当たり102万円、健保組合の場合は加入者１人当たり154万円となる。 
（注５）   平成２１年所得調査結果（速報値）によれば、業種別には、医師国保676万円、歯科医師国保223万円、薬剤師国保221万円、一般業種国保125万円、建設関係国保73万円。 
（注６） 国、都道府県、市町村による負担（２０年度）。 保険基盤安定制度、高額医療費共同事業等の公費負担分を含む。このほか、市町村による法定外一般会計繰入あり。 
（注７） 定率補助、調整補助金等（２０年度） 。このほか、特別対策費補助金等の国庫補助あり。 
（注８） 平成２２年度予算における２２年６月までの協会けんぽの国庫補助率は、後期高齢者支援金に係る分を除き、１３．０％である。 
（注９） 介護納付金、特定健診・特定保健指導等に対する負担金・補助金は含まれていない。 
（注10） 市町村国保・国保組合・健保組合は２０年度末、協会けんぽは２１年度末。市町村国保における積立金額は当年度末の純資産から精算額を控除した額であり、介護に係る積立金 
    等を含んでいる。また、後期高齢者医療制度における積立金額は基金等保有額及び次年度への繰越金から精算額を控除した額を計上している。積立比率は、保険給付費等に対す 
    る積立金の割合。 
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医療保険制度の比較 



給付 国民健康保険（市町村） 健康保険 

 
 
 
 

医 
療 
給 
付 

療養の給付 

訪問看護療養費 

義務教育就学前：８割、義務教育就学後から７０歳未満：７割、 

７０歳以上７５歳未満：８割 (※)（現役並み所得者（現役世代の平均的な課税所得（年１４５万円）以上の課税所得を有する者）：７割）                                                                  
 

入院時食事療養費 
 食事療養標準負担額：一食につき２６０円               低所得者：一食につき２１０円 

 低所得者で９０日を超える入院：一食につき１６０円          特に所得の低い低所得者（７０歳以上）：一食につき１００円 

 

入院時生活療養費 
（６５歳～） 

 生活療養標準負担額：一食につき４６０円（＊）＋３２０円（居住費）            低所得者：一食につき２１０円（食費） ＋３２０円（居住費） 

 特に所得の低い低所得者：一食につき１３０円（食費） ＋３２０円（居住費）     老齢福祉年金受給者：一食につき１００円（食費） ＋０円（居住費） 

 （＊）入院時生活療養（Ⅱ）を算定する保険医療機関では４２０円                 注：難病等の患者の負担は食事療養標準負担額と同額 

 

 

高額療養費 
（自己負担限度額） 

７０歳未満の者 
 

（上位所得者）150,000円＋(医療費－500,000)×1%   

                       (83,400円)  

（一般）    80,100円＋(医療費－267,000)×1%   

                      (44,400円)    

（低所得者）  35,400円                 （24,600円) 

 

（括弧内の額は、4ヶ月目以降の多数該当） 

７０歳以上７５歳未満の者 
           入院          外来(個人ごと) 
（現役並み所得者）80,100円 

          ＋(医療費－267,000)×1%    44,400円 

         (44,400円) 

（一般（※))      44,400円                    12,000円  

（低所得者）      24,600円                    8,000円    

（低所得者のうち特に所得の低い者） 

                   15,000円                    8,000円 

 
 
 

現 
金 
給 
付 

 

 

出産育児一時金 

 

給付内容は条例で定めるところによる。 

（ほとんどの保険者が原則４２万円（産科医
療補償制度の加算対象出産ではない場合
は、３９万円。）） 

出産育児一時金 被保険者又はその被扶養者が出産した場合、原則４２万円を支給。 
（産科医療補償制度の加算対象出産ではない場合は、３９万円。） 

家族出産育児一時金 

 
 

葬祭費 

埋葬料 

 
給付内容は条例で定めるところによる。 

（1～5万円程度としている市町村が多い。） 

 ほとんどの市町村が実施 

 
 

埋葬料 

  

被保険者が死亡した場合、遺族等に対し、定額５万円を支給 
 

 

家族埋葬料 

  

被扶養者が死亡した場合、被保険者に対し、定額５万円を支給 
 

傷病手当金 
 

任意給付 

（実施している市町村はない。） 

被保険者が業務外の事由による療養のため労務不能となった場合、その期間中、最長で１年６ヶ月、
１日に付き標準報酬日額の３分の２相当額を支給 

 

出産手当金 
被保険者本人の産休中（出産日以前４２日から出産日後５６日まで）の間、１日に付き標準報酬日額
の３分の２相当額を支給 

※ 平成２０年４月から平成２３年３月までの間、窓口負担は１割に据え置かれ、高額療養費の自己負担限度額についても本表の額のまま据え置かれる。 

（平成２２年４月現在） 
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国保と健保の給付内容 



（注１）現役並み所得者については、老人保健法と同様に公費負担（５０％）はないため、実質的な公費負担率は４６％、後期高齢者支援金の負担率 
   は４４％となる。 
（注２）国保及び政管健保の後期高齢者支援金について、各々５０％、１６.４％の公費負担があり、また、低所得者等の保険料軽減について公費負担 
   があり、これらを含めた公費負担率は５８％となる。 

＜対象者数＞ ７５歳以上の後期高齢者 約１,３００万人 
＜後期高齢者医療費＞ １１.９兆円（平成２０年度概算要求ベース：満年度） 
  給付費 １０.８兆円  患者負担１.１兆円 

○ ７５歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成２０年度に独立した医療制度を創設する。  

○ 財源構成は、患者負担を除き、公費（約５割）、現役世代からの支援（約４割）のほか、高齢者から広く薄く保険料（１割）を 

  徴収する。  

○ 現役世代からの支援は、国保（約４,１００万人）・被用者保険（約７,３００万人）の加入者数に応じた支援とする。 

○ 後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が提供できるよう、新たな診療報酬体系を構築する。 

被保険者 
（７５歳以上の者） 

各医療保険（健保、国保等）の被保険者 
（０～７４歳） 

＜一括納付＞ 

【全市町村が加入する広域連合】 

医療保険者 
健保組合、国保など 

年金から 
天引き 

口座振替・ 
銀行振込等 

保険料 

＜交付＞ 

社会保険診療 
報酬支払基金 

患者 
 

負担 

公費（約５割） 
〔国：都道府県：市町村＝４：１：１〕 

高齢者の保険料 
１割 

後期高齢者支援金（若年者の保険料）  
約４割 

後期高齢者の 
心身の特性に 
応じた医療 
サービス 
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後期高齢者医療制度の運営の仕組み（平成20年度） 



40 

２ 診療報酬体系の性格 

 ① 保険診療の範囲・内容を定める（品目表としての性格） 

 ② 個々の診療行為の価格を定める（価格表としての性格） ※１点＝10円 
 
３ 診療報酬体系の機能（役割） 
 ① 医療機関の収入源    → 医療機関の経営に影響 
 ② 医療費の配分    → 医療機関間の医療費の配分に影響 
 ③ 医療サービスの提供促進 → 医療提供体制の在り方に影響 
 
＊ 診療報酬体系（診療報酬点数表）は、中医協への諮問・答申を経て、厚生労働大臣が告示 
  ・ 医科診療報酬区分数：約１，７００区分、歯科診療報酬区分数：約３００区分（医科点数表に準ずるものを除く）、調剤報

酬点数表：約１０区分 
  ・ 薬価収載品目数：約１４，０００品目（薬価：医薬品の保険償還価格） 

 
 

１ 診療報酬とは 

 保険医療機関等がその行った保険医療サービスに対する対価として保険から受け取る報酬  

④診療報酬 
  の請求 

⑦診療報酬の 
  支払 

⑤審査済の 
 請求書送付 

医療機関等 

被保険者 

審査支払機関 

保険者 

②診察 

③一部負担金 
 の支払 

①保険料（掛金） 
   の支払 

⑥請求金額の 
 支払 
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現行の診療報酬について 



 
 
 

③ 介護保険 
 
 
 



費用の９割分 
の支払い 

  第1号被保険者  
・６５歳以上の者 

     第2号被保険者 
・４０歳から６４歳までの者    

保険料 
 

  原則年金からの天引き 

全国プール 

 国民健康保険 ・ 
  健康保険組合など 

１割負担 

サービス利用 

加 入 者 （被保険者） 

市 町 村 （保険者） 

２０％ ３０％ 

 税 金 

保険料 

市町村 都道府県 国 
１２．５％ １２．５％（※） ２５％（※） 

 

財政安定化基金 
 

（平成21－23年度） 

サービス事業者 
 ○在宅サービス 
   ・訪問介護          
  ・通所介護 等 

 ○地域密着型サービス 
  ・夜間対応型訪問介護 
  ・認知症対応型共同生活介護 等 

 ○施設サービス 
  ・老人福祉施設          
  ・老人保健施設 等 

（２，８３８万人） （４，２４０万人） 

個別市町村 

居住費・食費 

要介護認定 

請求 

※施設等給付の場合は、 

 国２０％、都道府県１７．５％  

５０％ 

５０％ 
人口比に基づき設定  

（注）第１号被保険者の数は、「介護保険事業状況報告（暫定）（平成２１年４月末現在）」による。 

     第２号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、平成２０年度内の月平均値である。 

（４６９万人） 
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介護保険制度の仕組み 



調整交付金 

5％ 
国庫負担金 

20％ 

都道府県負担金

12.5％ 
市町村負担金

12.5％ 

第２号保険料 

30％ 

第１号保険料 

20％ 

（注１）第１号保険料と第２号保険料の割合は、計画期間ごとの第１号被保険者と第２号 
   被保険者の人口比率によって決まる。上記は第４期（H21～H23）における割合。 
（注２）保険者ごとにみた場合、調整交付金と第１号保険料の構成割合は、調整交付金の 
   交付状況により異なる。 
（注３）都道府県が指定する介護保険３施設及び特定施設の給付費負担割合は、国庫負担 
   金15％、都道府県負担金17.5％。 

保険料 
50％ 

公 費 
50％ 
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介護保険制度の財源構成 



第１号被保険者 第２号被保険者 

対 象 者 ６５歳以上の者 ４０歳から６４歳までの 
医療保険加入者 

人数 ２，６８２万人（平成19年４月末現在） ４，２８５万人（平成18年度見込） 

受 給 要 件 

 ・要介護状態 
  （寝たきり、認知症等で介護が 
   必要な状態） 

 ・要支援状態 
  （日常生活に支援が必要な状態） 

 要介護、要支援状態が、末期がん・ 
 関節リウマチ等の加齢に起因する 
 疾病（特定疾病）による場合に限定 

保険料負担 
市町村が徴収 

（原則、年金から天引き） 
 医療保険者が医療保険の保険料と 
 一括徴収 

○介護保険制度の被保険者は、①６５歳以上の者（第１号被保険者）、②４０～６４歳の医療 
 保険加入者（第２号被保険者）となっている。 
○介護保険サービスは、６５歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、 
 ４０～６４歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状 
 態になった場合に、受けることができる。 
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被保険者（加入者）について 



地域包括ケアシステム 

【地域包括ケアの５つの視点による取組み】 
地域包括ケアを実現するためには、次の５つの視点での取組みが包括的（利用者のニーズに応じた①～⑤の適切な組み合わせによるサービス提供）、
継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）に行われることが必須。 
  
①医療との連携強化 
・２４時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化。 
②介護サービスの充実強化 
・特養などの介護拠点の緊急整備（平成２１年度補正予算：３年間で１６万人分確保） 
・２４時間対応の在宅サービスの強化  
③予防の推進  
・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進 
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など 
・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援（見守り、配食などの生活支援や財産管理などの権利擁護サービ
ス）サービスを推進。 
⑤高齢期になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住まいの整備（国交省） 
・高齢者専用賃貸住宅と生活支援拠点の一体的整備、・持ち家のバリアフリー化の推進 
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日常生活圏域 
（30分でかけつけられる圏域） 

45 



  
 
 

＜主な改正事項（平成24年4月施行）＞ 
・ 日常生活圏域ごとの地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画の策定。 
・ 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保 
・ 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスを創設。 
・ 保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。 
・ 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。 
・ 厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進（※高齢者住まい法の改正）   
 

  

 高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切
れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。 

  

オペレーター（＃） 

随時対応 
利用者からの通報により、 
電話による応対・訪問などの随時対応を
行う（ICT機器を活用） 

通報 短時間の 
定期巡回型訪問 

短時間の定期巡回型訪問 

訪問介護と訪問看護が一体的、又は密
接に連携しながら、短時間の定期巡回
型訪問を行う 

＜24時間対応の定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞ 

＃ オペレーターについては、単独事業所に駐在している場合のほか、複数の事業所について一括で対応する場合、24時間体制の既存施設と兼務する場合、
単独事業所で携帯電話等を所持した職員が対応する場合等が考えられるが、具体的な配置の在り方については、今後検討。 
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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要 



④ 少子化対策 



基本理念の転換 
（子どもと子育てを応援する社会） 

バランスのとれた 
総合的な子育て支援 

待機児童の解消等に 
向けた明確な数値目標 

（５年後の姿） 

「男性の育児参加」を重視 

 「企業の取組」を促進 

 「地域の子育て力」を重視 

○子どもが主人公（チルドレン・ファースト） 
○「少子化対策」から「子ども・子育て支援」へ 
○生活と仕事と子育ての調和（M字カーブを台形型へ） 

家族や親が子育てを担う 
≪ 個人に過重な負担 ≫ 

社会全体で子育てを支える 
≪ 個人の希望の実現 ≫ 

・子ども手当の創設 
・高校の実質無償化 
・児童扶養手当を父子家庭にも支給 
・生活保護の母子加算 

・待機児童の解消に向けた保育や放課後 
 対策の充実 
・幼保一体化を含む新たな次世代育成 
 支援のための包括的・一体的な制度 
 の構築に向けた検討 

○潜在的な保育ニーズに対応した保育サービスの拡充 

○放課後児童クラブの充実（主に小学校１～３年） 

〔現状〕   3歳未満児の ４人に１人（24％） 〔H26〕   3歳未満児の ３人に１人（35％） 
 3歳未満児 ：   75万人 
 全体     ： 215万人 

〔現状〕 ５人に１人（81万人） 〔H26〕 ３人に１人（111万人） 

○男性の育児休業取得を促進 
〔現状〕 男性育児休業取得率  １．２３％ 〔H29〕 １０％ 

○男性の育児参加を促進 

〔現状〕 
６歳未満の子どもをもつ 

男性の育児・家事時間  〔H29〕 １日 ２時間３０分 １日 ６０分 

○次世代認定マーク（くるみん）の取得促進（652企業 ⇒ 2,000企業） 
○入札手続き等における対応の検討（企業努力の反映などインセンティブ付与） 

○すべての中学校区に地域子育て支援拠点を整備（7,100か所 ⇒ 10,000か所） 
○商店街の空き店舗や学校の余裕教室･幼稚園の活用 

≪子育て家庭等への支援≫ ≪保育サービス等の基盤整備≫ 

 3歳未満児 ： 102万人 
 全体     ：  241万人 

 ＜保育サービスを受けている子どもの割合＞ 

 ※ 年５万人の増 

＊参考指標 

＊参考指標 48 

子ども・子育てビジョン 



（放課後子どもプラン） 
 
 
 
 
 
 
 

放課後子ども教室 

０歳 青少年期 ６歳 ３歳 １歳 

地域子育て支援 

保 育 
教育 

放課後児童 

９歳 

放課後児童クラブ 

短時間勤務制度の措置等 

働 き 方 

経済的支援 

子 ど も 手 当  等       
育児休業給付 

母性健康管理、 
母性保護 

                                       母子保健事業 

出産手当金 

出産育児 
一時金 

（努力義務） 

（9,280か所）（平成22年度） 

  （19,946か所、81.4万人）（22.5.1現在） 

中学校卒業まで 
 月額13,,000円 
（平成２２年度） 

休業取得期間に対して休業前賃金の50％が支給 
標準報酬日額の 

3分の2が支給 

育児休業 
子どもが満1歳まで（保育所に入所できない

場合等は最大1歳半まで）取得可 

産前6週、産後8週 

通院のための休暇、通勤緩和、時
間外労働等の制限など 

３歳までは短時間勤務制度の措置及び所定外労働の免除を義務付け 
  小学校就学まではその他の措置を含む短時間勤務制度の措置等の努力義務 

産前産後 
休業 

  

母子健康手帳交付 
妊婦健診 乳幼児健診／母子保健指導 

全戸訪問 

養育支援訪問 

認可外保育施設（7,284箇所18万人（21.3現在））・事業所内保育施設 （3,869箇所6万人（21.3現在）） 

家庭的保育事業 ／ 病児・病後児保育 

社会的養護に関する事業 （乳児院12１か所・児童養護施設569か所等）（H20.10.1現在） 

母子保健 

社会的養護 

･･･負担金（義務的経費） 

･･･補助金（裁量的経費） 

･･･一般財源化・社会保険等 

延長保育・休日夜間保育・特定保育 

地域の各種子育て支援 
・一時預かり事業（6,460か所） 

・地域子育て支援拠点（5,199か所） 
・トワイライトステイ事業（330か所） 

・ショートステイ事業（637か所） 
・ファミリー･サポート･センター （599か所） 

（Ｈ21年度交付決定ベース） 

認可保育所 （23,068か所、208万人）（22.4.1現在） 

※ 周産期医療・小児医療・障害児サービスについては、医療制度・障害者自立支援制度全体の中で提供 

幼 稚 園 
（13,516か所、163万人）（21.5.1現在） 

児童館  4,689か所（H20.10)   

小学校・中学校 

1出産児に対して 
原則42万円 

（分娩費用等に充当） 

（認定こども園 532か所（22.4.1現在） ） 
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次世代育成支援に関係する制度の現状 



就労等の間の子どもの発達を支える保育 
家庭における子育ての支援 

育児休業等とつながる   
円滑な保育所への入所 

勤務時間等に応じた柔
軟な保育サービス 

用事や育児疲れ解
消のための一時預

かりの場 

育児相談・親子の
交流の場 

多様な保育・ 
預かりサービス 

保育所における 
保育 

事業所内保育施設 

地域子育て支援 

全戸訪問 

児童館 

養育支援
訪問 

短時間勤務対応 

職場の近くなど市町村圏を超えたニーズ対応 

早朝・夜間・休日対応 

都市部等における量的拡充・中山間地のサービス拡充  

認定こども園 

家庭的保育 

小規模保育 

分園 

ファミリーサポートセンター 

ショートステイ事業 

トワイライト事業 

  一時預かり 

地域子育て拠点事業 

（一時保育） 

病児・病後児保育対応 

母子保健 

※ 障害者自立支援制度等による障害児施策 

社
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社会全体で子育てを支える社会を実現するとともに、就労しながら子育てしたい家庭を支えるため、
待機児童ゼロ等を目指す「子ども・子育てビジョン」（平成22年１月29日閣議決定）の達成に必要
な取り組みを促進し、保育サービス等の基盤整備を図る。 

安心こども基金の延長・積み増しの概要 

安心こども基金について、実施期限を延長するとともに、積み増しを実施 

保育サービス等の充実 
待機児童の解消を目指す「子ども・子
育てビジョン」の目標達成に必要な保
育所の整備事業等を実施（年間約５万
人の受入れ定員増） 

※ 平成23年度末まで延長。なお、保育所の整備事業等については、23年度中に工事に着手し、
24年度に完了等が見込まれる場合には助成対象とする。 

社会的養護の推進 
児童養護施設等の生活環境の改善、職員の資質の向
上、退所児童等の就業支援 など  

児童虐待防止対策の強化 
子どもの安全確認の強化のための補助
職員の雇い上げや広報啓発、児童相談
所や市町村の職員の資質の向上 など 

すべての家庭を対象とした 
地域子育て支援の充実 

地域の創意工夫により地域の子育て力
を育む取組等を充実 

ひとり親家庭等の支援 
厳しい雇用情勢下で、資格取得支援とその間の生
活保障、在宅就業支援 など 

（
事
業
の
継
続
） 
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○保育サービス等の基盤の整備と児童虐待の防止： 安心こども基金の延長・積み増し 



⑤ 生活保護 



 ○ 最低生活の保障 
  ⇒ 資産、能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する者に対し、困窮の程度に応じた保護を実施   

 ○ 自立の助長 

（１）生活保護制度の目的 

① 資産、能力等あらゆるものを活用することが保護の前提。また、扶養義務者による扶養などは、保護に
優先される。 

  ・不動産、自動車、預貯金等の資産 
  ・稼働能力の活用 
  ・年金、手当等の社会保障給付  
  ・扶養義務者からの扶養     等 

② 支給される保護費の額 
  ・厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給 

◇保護の開始時に調査 
 （預貯金、年金、手当等の受給の有無や可否、傷病の状況等
を踏まえた就労の可否、扶養義務者の状況及び扶養能力等） 
◇保護適用後にも届出を義務付け 

最  低  生  活  費 

年 金 等 の 収 入 

支給される保護費 

 収入としては、就労による収入、年金等社会保障の給付、親族による援
助等を認定。 
 預貯金、保険の払戻し金、不動産等の資産の売却収入等も認定するた
め、これらを消費した後に保護適用となる。 

・世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査 

・就労の可能性のある者への就労指導 

最低生活の保障 

自立の助長 

生活保護制度の概要 
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（２）生活保護基準の内容 

 生活保護基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情
を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
（生活保護法第８条第２項）  

生活を営む上で生じる費用 対応する 
扶助の種類 支 給 内 容 

 日常生活に必要な費用 
（食費・被服費・光熱水費等） 

生活扶助 

基準額は、                    
 ①食費等の個人的費用（年齢別に算定） 
 ②光熱水費等の世帯共通的費用（世帯人員別に算定） 
を合算して算出。 
特定の世帯には加算がある。（障害者加算等） 

 アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給 

 義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給 

 医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払（本人負担なし） 

 介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払（本人負担なし） 

 出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給 

 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 
（高等学校等に就学するための費用を含む。） 

生業扶助       〃 

 葬祭費用 葬祭扶助       〃 
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事前の相談 保護の申請 保護費の支給 

・預貯金、保険、不動産等の資産調査 
・扶養義務者による扶養の可否の調査 
・年金等の社会保障給付、就労収入等  
    の調査 
・就労の可能性の調査 

・生活保護制度の説明 
・生活福祉資金、障害者施策等 
    各種の社会保障施策活用の          
    可否の検討 

○ 市（市部）・都道府県（町村部）が実施。 

○ 都道府県・市は、福祉事務所を設置し、被保護世帯に対して担当のケースワーカーを設定。 
   ※ 福祉事務所の設置状況は、全国で１２３７カ所（都道府県214、市992、町村31（平成22年4月1日現在）） 
   ※ 福祉事務所の所員の定数は条例で定める。ただし、厚生労働省としては、以下の数を標準数として示している。       
          （市）被保護世帯240以下の場合：標準数3・被保護世帯80増すごとに1追加 
      （都道府県）被保護世帯390以下の場合：標準数6・被保護世帯65増すごとに1追加  
   ※ 全国のケースワーカー数（生活保護担当（非常勤を含む））：14,536人（平成21年10月1日現在） 
   ※ ケースワーカー１人当たりの受け持ち世帯数：（市）92.9世帯  （都道府県） 66.1世帯 （平成21年10月1日現在） 

○ 保護費については、国が３／４、地方自治体が１／４を負担。 

・最低生活費から収入を引いた額を支給 

・世帯の実態に応じて、年数回の訪問調査 

・収入、資産等の届出の受理、定期的な 

 課税台帳との照合などを実施 

・就労の可能性のある者への就労指導 

（４）生活保護の手続 

（５）保護の実施機関と費用負担 

  
 

東京都区部等 
 

地方郡部等 
 

標準３人世帯（３３歳、２９歳、４歳） 
 

１７５，１７０円 
 

１３８，６８０円 
 

高齢者単身世帯（６８歳） 
 

８０，８２０円 
 

６２，６４０円 
 

高齢者夫婦世帯（６８歳、６５歳） 
 

１２１，９４０円 
 

９４，５００円 
 

母子世帯（３０歳、４歳、２歳） 
 

１９３，９００円 
 

１５８，３００円 
 

（３）生活扶助額の例  （平成２２年４月～） 

※ 児童養育加算を含む。 
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⑥ 雇用保険 



雇  用  保  険 

失業等給付 

二  事  業 

雇用安定資金 

積  立  金 

財源 

・ 国庫負担（求職者給付
については原則１／４） 

・ 

特例借入れ 

予
算
で
取
崩

し 剰
余
積
立
て 

組
入
れ 

予
算
で
取
崩
し 

《失業者への給付》 

《早期再就職者への給付》 

《自主的教育訓練受講者への給付》 

《雇用継続する者への給付》 

雇用安定事業 

能力開発事業 
財源 

・ 保険料（事業主のみ負担） 

求職者給付 

就職促進給付 

教育訓練給付 

雇用継続給付 

 保険料（労使折半） 
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雇用保険制度の概要（平成23年4月1日現在） 



47,527 

38,975 

8,444 
過去最低 

4,064億円 
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積立金残高 

受給者実人員 

実人員（万人） 金（億円） 

                        （予算） （補正①後） 

雇用保険の積立金残高と受給者実人員の推移 
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⑦ 労働者災害補償保険 



背景・趣旨 
○ 労災保険は労働者の業務災害及び通勤災害に対して迅速かつ公正な保護をするために保険給付を行い、あわせて 
 被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることにより、 
 労働者の福祉の増進に寄与することを目的としているもの。 
○ 労働者の業務災害については、使用者は労働基準法に基づく災害補償責任を負っているが、同法の災害補償に相 
 当する労災保険給付が行われる場合には、この責任は免除され、労災保険が実質的に事業主の災害補償責任を担保 
 する役割を果たしているもの（労働基準法第８４条）。 

○労働者災害補償保険法により、労働者を使用するすべての事業に適用。 
 ※ただし、農林水産の事業の一部は、暫定的に任意適用事業となっている。 
 

○費用は、原則として事業主の負担する保険料によって賄われ、労働保険 
 特別会計労災勘定によって経理。 
 

〔主な保険給付〕 
  療養（補償）給付・・・必要な療養を給付 
  休業（補償）給付・・・休業1日につき給付基礎日額の60%を支給 
  障害（補償）給付・・・障害が残った場合に年金又は一時金を支給 
  遺族（補償）給付・・・遺族に対し年金又は一時金を支給 
    ※ 給付基礎日額－原則として、給付事由発生日以前の直近3か月の平均賃金 

〔社会復帰促進等事業の概要〕 

  社会復帰促進事業・・・特定疾病アフターケアの実施、義肢・車いす等の支給 等 

  被災労働者等援護事業・・・被災労働者の遺児等への労災就学等援護費の支給 等 

  安全衛生確保等事業・・・アスベスト等による健康障害防止対策、過重労働・メンタルヘルス対策 
                  倒産した企業の労働者のための未払賃金の立替払事業 等 

【労災保険制度の現状】 
 適用事業場数 約262万事業場（平成21年度末） 
 適用労働者数 約5,279万人（ 〃 ） 
 新規受給者数 534,623人（ 〃 ） 
 年金受給者数 233,088人（ 〃 ） 
 

 保険料収入 8,097億円（平成23年度補正後予算額） 

 保険給付等 9,110億円（ 〃 ） 
 社会復帰促進等事業 953億円（ 〃 ） 
 保険料収納率 96.49％（平成21年度） 
 

基本データ 
仕組み 

労働者災害補償保険制度 
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８ これまでの社会保障改革の流れ 
 
 



H3～7 社会保障制度審議会 
 「社会保障体制の再構築（勧告）～安心して暮らせる２１世紀の社会を目指して～」（H7.7） 

H8 社会保障関係審議会会長会議 
 「社会保障構造改革の方向（中間まとめ）」（H8.11） 

H12 社会保障構造の在り方について考える有識者会議 
 「21世紀に向けての社会保障」（H12.10） 

H16～18 社会保障の在り方に関する懇談会 
 「今後の社会保障の在り方について」（H18.5） 

平成6年 税制改革 

これまでの社会保障改革の流れ① ～H7社会保障制度審議会勧告からH18在り方懇報告まで～ 
介護保険制度の創設・制度の持続可能性の模索 

・ 先行減税と消費税率の引上げ（H9～） 
・ 福祉財源の確保 → 新ゴールドプラン、エン
ゼルプランの策定、実施 

・ 介護保険制度創設に向けた検討開始 
・ 高齢化や少子化等の人口構造への変化、家族制度をはじめとする社会構造の変化、経済の低成長な
どの経済社会の急速な変化への対応の必要性を指摘 

・ もっとも緊急かつ重要な施策として公的介護保険制度の確立の必要性を提言 
平成８～9年 財政構造改革 
・ 平成9年度実質伸び率ゼロ予算（財政構造
改革元年） 

・ 医療保険制度改革など歳出全般にわたる
聖域なき洗い直し 

・ 財政構造改革法（H9.12） 

・ 経済基調の変化と財政の深刻化を受けて、国民経済と調和して国民の需要に適切に対応できる社会保
障の確立を提言 

・ 社会保障構造改革の第一歩として介護保険の創設と医療保険・医療制度改革を位置づけ 
平成10～11年 経済戦略会議 
・ 経済危機への当面の対応（財政構造改革
法の停止、大規模な財政出動） 

・ 「小さな政府」型のセーフティネットへの改革
（基礎年金、介護、高齢者医療の税方式
化、報酬比例年金の廃止・民営化など）を
提案 

・ 将来に向けてある程度の負担増はやむを得ないとしても、できる限り負担増を抑えるべく、「支え手を増や
す」、「高齢者も能力に応じ負担を分かち合う」、「給付の見直しと効率化」という方策を実施していくべき 

・ 社会保障の財政方式としての社会保険方式の意義を確認 

平成13～18年 小泉内閣による構
造改革 
・ 負担増を求める前に、将来に向けた給付の
伸びを抑制 

・ 年金（H16）、医療（H14,18）、介護（H17）
について持続可能な制度を確立するための
改革を実施 ・ 社会保障制度についての一体的見直し規定（H16年年金改正法附則）を踏まえ、議論開始 

・ 社会保険方式を基本とし、国民皆保険・皆年金体制を今後とも維持 
・ 給付と負担の不断の見直しとともに、社会保障の需要そのものが縮小されるような政策努力が  
 不可欠。また、高齢者、女性、若者、障害者の就業を促進し、制度の担い手を拡大 

H17.4 「年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する決議」 
・ 三党合意（H16.5）→ H16年年金改正法附則「社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給
付の在り方を含め、一体的見直しを行う」 

・ 全会派参加による「両院合同会議」の設置（H17.8までに８回にわたり議論） 
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これまでの社会保障改革の流れ② ～歳出・歳入一体改革～ 

制度の持続可能性を高めるための一連の改革（H16～18）の効果 
  

急速な少子・高齢化の進行に伴う将来
に向けての給付の伸びを抑制 
（2025年時点 改革前と比較して国民所
得比で4%ポイント抑制） 

H16 年金制度改革 
H17 介護保険改革 
H18 医療制度改革 

歳出・歳入一体改革 
 

  社会保障費についても、さらにH19～23の5年間で国・地方合わせて
1.6兆円（国分：1.1兆円）の伸びの抑制が要請 

16.1～17.8兆円 

社会保障 

人件費 

公共投資 

その他 

合計 

2006年度 
2011年度 

削減額（概数） 
自然体 改革後（概数） 

31.1兆円 

30.1兆円 

18.8兆円 

27.3兆円 

107.3兆円 

39.9兆円 

35.0兆円 

21.7兆円 

31.6兆円 

128.2兆円 

要対応額16.5兆円程度 

38.3兆円 

32.4兆円 

27.1～28.3兆円 

113.9～116.8兆円 

▲1.6兆円 

▲2.6兆円 

▲5.6～3.9兆円 

▲14.3～11.4兆円 

▲4.5～3.3兆円 

社会保障については、過
去５年間の改革（国の一
般会計予算ベースで
▲1.1兆円（国・地方合
わせて▲1.6兆円）の伸
びの抑制）を踏まえ、以
後５年間においても改革
努力を継続（▲2,200億
円／年に相当）することと
された。（経済財政運営
と構造改革に関する基
本方針2006） 

改革を進める中で顕在化してきた問題 
 

  
急速に進行する少子化への取組の遅れ 

 
 

医療・介護サービス提供体制の劣化 
 
 

・ H19 総人口の減少、人口減少社会への突入 
・ 解消しない待機児童などサービス提供基盤の不足 

・ 産科・小児科を中心とする医師不足、地域医療の崩壊 
・ 介護分野における人材不足 

セーフティネット機能の低下 
 
 

・ 非正規労働者の拡大と被用者保険からの漏れ 
・ 格差の拡大やワーキングプア 

⇒これらの直面する課題への対応が課題に 
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H20.12 持続可能な社会保障構築とその安定
財源確保に向けた中期プログラム 

〔所得税法等の一部を改正する法律附則第１０４条〕 
2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的
な取組により経済状況を好転させることを前提として、
遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的
な改革を行うため、2011年度までに必要な法政上の
措置を講ずるものとする。 

「中期プログラム」と「平成 21年度税制改正法附則」
の税制の抜本改革の規定に則って、社会保障の機能
強化と安定財源確保を着実に具体化。 

  →06骨太方針（2200億/年削減）の撤回 

・社会保障のほころびに対応し、機能強化と効率化
を図るための改革 

・税制抜本改革の道筋 
・社会保障の機能強化の工程表 

H21.3  21年度税制改正 

 
 ・公的年金制度に関するシミュレーション（中間報告） 

 ・あるべき医療･介護サービスを前提とした医療･介護費用のシミュレーション 

 ・「子供と家族を応援する日本」重点戦略で示された少子化対策の社会的なコスト 

 → 社会保障の機能強化のための追加所要額を試算 
  

○社会保障の機能強化のための改革 

 ・高齢期の所得保障（最低保障機能の強化・未納対策の強化・非正規への適用拡大など） 

 ・医療・介護・福祉サービスの改革（病床機能分化とネットワーク化・地域包括ケアなど） 

 ・少子化・次世代育成支援対策（こども子育て新システムの創設） 

 ・セイフティネット機能の強化 

 ・制度に対する信頼の回復・国民目線に立った改革の実施 

・人生を通じた切れ目のない安心保障（社会保障国民会議の「年金」、「医療、介護」、「次世

代育成」に「雇用」、「教育」を加えた５領域） 

・安心社会のための信頼醸成と国民合意の形成 

・超党派による合意形成 

H21.6 経済財政改革の基本方針2009 

これまでの社会保障改革の流れ③ ～社会保障国民会議と安心社会実現会議～ 

H19.12  ワークライフバランス憲章・行動指針 

H19.2 「子どもと家族を応援する日本」重点戦略会議 
 
 

  「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（とりまとめ）（H19.12） 

ワークライフバランスの実現と包括的次世代支援システムの構築 

H20.2 社会保障国民会議 
  中間報告・最終報告（H20.11） 

持続可能性から社会保障の機能強化へ 

H21.4 安心社会実現会議 
  安心社会実現会議報告（H21.6） 

安心と活力の両立 

64 



社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的確保と財政健全化を同
時に達成するための税制改革について一体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、２３年半ばまでに成案を得、国民的な合
意を得た上でその実現を図る。 

・社会保障・税一体改革の集中的な検討、国民的なオープンな議論 
・平成23年2月5日 第1回開催 ⇒ 第6回（5月12日）「厚生労働省案」 提示⇒ 第10回（6月2日）「社会保障改革案」 

H22.12 社会保障改革に関する有識者検討会報告 
     ＜社会保障改革の３つの理念と５つの原則＞ 

H22.12 民主党・税と社会保障の抜本改革調査会中間整理 

社会保障改革の推進について（H22.12.14閣議決定）   「社会保障・税一体改革」の推進 

H23.2 社会保障改革に関する集中検討会議 

H22.10 政府・与党社会保障改革検討本部 

・社会保障と税制の一体改革の成案を作成するため、政府・与党社会保障改革検討本部の下に設置。 
・第1回を6月8日に開催。以降、第5回（6月30日）まで開催。 

H23.6 政府・与党社会保障改革検討本部 成案決定会合 

「社会保障・税一体改革成案」（H23.6.30政府・与党社会保障改革検討本部決定） ⇒ 7月1日 閣議報告 

＜平成21年  政権交代－新政権発足＞ 

＜平成23年＞ 

「国と地方の協議の場」（6月13
日）等、地方団体との意見交換 

H23.5 「あるべき社会保障」の実現に向けて（民主党 社会保障と税の抜本改革調査会） 

社会保障・税一体改革に向けた議論の経緯 
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９ 社会保障・税一体改革成案（概要） 
 

 
 
 
 



社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的確保と財政健全化を
同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、２３年半ばまでに成案を得、国民
的な合意を得た上でその実現を図る。 

・社会保障・税一体改革の集中的な検討、国民的なオープンな議論 
・平成23年2月5日 第1回開催 ⇒ 第6回（5月12日）「厚生労働省案」 ⇒ 第10回（6月2日）「社会保障改革
案」 

社会保障改革に関する有識者検討会報告（H22.12） 

民主党・税と社会保障の抜本改革調査会中間整理（H22.12） 

社会保障改革の推進について（H22.12.14閣議決定） 

社会保障改革に関する集中検討会議 

政府・与党社会保障改革検討本部（H22.10） 

・社会保障と税制の一体改革の成案を作成するため、政府・与党社会保障改革検討本部の下に設
置。 
・第1回を6月8日に開催。以降、第5回（6月30日）まで開催。 

政府・与党社会保障改革検討本部 成案決定会合 

「社会保障・税一体改革成案」（H23.6.30政府・与党社会保障改革検討本部決定） ⇒ 7月1日 閣議報告 

 〔21年度税制改正関連法附則104条〕 

   経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うた
め、2011年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。 

安心社会実現会議（報告・H21.6） 

21年度税制改正（H21.3） 

持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プログラム（H20.12） 

社会保障国民会議（最終報告・H20.11） 

＜平成20年＞ 

＜平成21年＞ 

＜平成22年＞ 

「あるべき社会保障」の実現に向けて（民主党 社会保障と税の抜本改革調査会（H23.5）） 

＜平成23年＞ 

社会保障・税一体改革の概要（議論の経緯） 

「国と地方の協議の場」（6月13
日）等、地方団体との意見交換 
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社会保障・税一体改革の概要（成案のポイント①） 

〇現行の社会保障制度の基本的枠組みが作られた1960年代以降今日まで、①非正規雇用の増加等の雇用基盤の変化、②
地域・家族のセーフティネット機能の減退、③人口、とりわけ現役世代の顕著な減少、④高齢化に伴う社会保障費用の急速な
増大、⑤経済の低迷、デフレの長期化等厳しい経済・財政状況、⑥企業のセーフティネット機能の減退、といった社会経済諸情
勢の変化が発生 

社会経済諸情勢の変化 

・社会保障国民会議、安心社会実現会議以来の議論の積み重ねを尊重 
・社会保障改革に関する有識者検討会報告（「３つの理念」、「５つの原則」） 

改革の優先順位と個別分野における具体的改革 
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Ⅰ 社会保障改革の全体像 

社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入 

〇 ①子ども・子育て支援、若者雇用対策、②医療・介護等のサービ
ス改革、③年金改革、④「貧困・格差対策（重層的セーフティネッ
ト）」「低所得者対策」についてまず優先的に取り組む。 

 
 

〇 個別分野ごとの充実項目、重点化・効率化項目の内容を併せて提
示 

〇 Ⅰの社会保障改革に係る費用を推計 
 ⇒追加所要額（公費）は、約2.7兆円程度（2015年度） 
           充実による額              3.8兆円  
           重点化・効率化による額   ～▲1.2兆円 
 

〇 社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計 
 ⇒ 地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び 
  費用推計を総合的に整理  

Ⅱ 社会保障費用の推計 

・全世代を通じた安心の確保を図り、かつ、国民一人ひとりの安心感を高める 
  すべての人が社会保障の受益者であることを実感。生き方や働き方に中立的で選択できる社会、参加が保障される社会。 
・より公平・公正で自助・共助・公助のバランスにより支えられる社会保障制度に改革 
  サービスの不足、就職難、ワーキングプア、社会的疎外、虐待などの国民が直面する現実の課題への対応。包括的支援体制の構築。 

・給付と負担のバランスを前提として、それぞれOECD先進諸国の水準を踏まえた制度設計 
  

⇒中規模・高機能な社会保障体制を目指す。 

改革の基本的考え方 
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社会保障・税一体改革の概要（成案のポイント②） 

１ 社会保障の安定財源確保の基本的枠組み 
○ 社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税収（国・地方）を主要な財源として確保 
〇 消費税収（国分）は、現在高齢者三経費に充当。今後は、高齢者三経費を基本としつつ、社会保障四経費（年金、医療、介
護、少子化）に充当する分野を拡充 

〇 消費税収（国・地方、現行分の地方消費税を除く）の使途の明確化（社会保障財源化） 
〇 引上げ分の消費税収（国・地方）については社会保障給付における国と地方の役割分担に応じ配分し、現行分の消費税収
（国・地方）については、国・地方の配分と地方分の基本的枠組みを変更しない 

〇 2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引上げ 
 

２ 社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成 
〇  2015年度段階での財政健全化目標の達成に向かうことで、同時達成への一里塚が築かれる。 

Ⅲ 社会保障・税一体改革の基本的姿 

〇 個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税、地方税制等についての改革の考え方 
Ⅳ 税制全体の抜本改革 

〇 改革にあたっては、「国と地方の協議の場」で真摯に協議 
〇 社会保障改革は、工程表に従って実施 
〇 経済状況を好転させることを条件として税制抜本改革を実施するため、附則104条の道筋に従って23年度中に法制上の措
置 

  ・経済状況の好転は、総合的に判断 
  ・予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組み 
  ・不断の行政改革及び徹底的な歳出の無駄の排除 

〇 デフレからの脱却を実現するための政府・日銀における取組み 
〇 社会保障・税一体改革と経済成長との好循環 

Ⅵ デフレ脱却への取組み、経済成長との好循環の実現 

Ⅴ 社会保障・税一体改革のスケジュール 

69 

6・7ページ参照 

8ページ参照 

9ページ参照 

10ページ参照 



社会保障・税一体改革の概要（社会保障改革の主な項目） 
Ⅰ 子ども・子育て 
  ○ 子ども・子育て新システムの制度実施等に伴い、地域の実情に応じた保育等の量的拡充や幼保一

体化などの機能強化を図る。 
   ・ 待機児童の解消、質の高い学校教育・保育の実現、放課後児童クラブの拡充、社会的養護の充実 
   ・ 保育等への多様な事業主体の参入促進、既存施設の有効活用、実施体制の一元化 
 

Ⅱ 医療・介護等 
  ○ 地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診療報

酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を行う。 
   ・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、地域間・診療科間の偏在の是正、予防対策の強化、在宅医療

の充実等、地域包括ケアシステムの構築・ケアマネジメントの機能強化・居住系サービスの充実、施
設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの増強 

   ・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重複検査・過剰薬剤投与等
の削減、介護予防・重度化予防 

 

   ○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化な
どを図る。 

  a) 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化 
   ・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政

基盤の強化 
  b) 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、保険給付の重点化 
   ・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化 
   ・ 介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化 
  c) 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化 
   ・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額負担等の併せた検討（病院・

診療所の役割分担を踏まえた外来受診の適正化も検討）。ただし、受診時定額負担については低所
得者に配慮。 

  d) その他 
   ・ 総合合算制度、低所得者対策・逆進性対策等の検討 
   ・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合の国庫補助の見直し 
   ・ 高齢者医療制度の見直し（高齢世代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕組み、支援金

の総報酬割導入、自己負担割合の見直しなど） 

所要額（公費）2015年 
 

０．７兆円 
※ 税制抜本改革以外の

財源も含めて 
１兆円超程度の措置を 

今後検討 

所要額（公費）2015年 
 

～０．６兆円程度 

所要額（公費）2015年 
 

～１兆円弱程度 
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Ⅲ 年金（注） 

 ○ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、「新しい年金制度の創設」実現に取り組む。 
  ・ 所得比例年金（社会保険方式）、最低保障年金（税財源） 
 ○ 年金改革の目指すべき方向性に沿って、現行制度の改善を図る。 
   ・ 最低保障機能の強化＋高所得者の年金給付の見直し 
    ・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、第３号被保険者制度の見直し、在職老齢年金の見直

し、産休期間中の保険料負担免除、被用者年金の一元化 
    ・ マクロ経済スライド、支給開始年齢の引上げ、標準報酬上限の引上げなどの検討 
 ○ 業務運営の効率化を図る（業務運営及びシステムの改善）。 
 
 
 
 
 
 
Ⅳ 就労促進 
 ○ 全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業率のM字カーブの解消、

年齢にかかわりなく働き続けることができる社会づくり、障害者の雇用促進に取り組む。 
 ○ ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を図る。 
 ○ 雇用保険・求職者支援制度の財源について、関係法の規定を踏まえ検討する。 
 
Ⅴ Ⅰ～Ⅳ以外の充実、重点化・効率化 
    ・ サービス基盤の整備、医療イノベーションの推進、第２のセーフティネットの構築、生活保護の見直

し（充実、重点化・効率化）、障害者施策の充実、難病対策の検討、震災復興における新たな安心地域
モデルの提示 

  ・ 社会保障制度改革と併せた教育環境整備や教育の質と機会均等を確保するための方策 
 

Ⅵ 地方単独事業 
  ○ 地域の実情に応じた社会保障関係の地方単独事業の実施  

所要額（公費）2015年 
～０．６兆円程度 

2015年度の上記の所要額（公費）合計 ＝ 約２．７兆円程度 

※ 社会保障給付にかかる現行の費用推計については、そのベースとなる統計が基本的に地方単独事業を含んでおらず、今
後、その全体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。 

（注）基礎年金国庫負担２分の１財源については、税制抜本改革により措置する。税制抜本改革実施までの各年度分の繰入れも適切に行われるよう、必要な措置を講じる。 
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社会保障・税一体改革の概要（社会保障の安定財源確保の基本的枠組み） 

（１）消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保 
〇 社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税収（国・地方）を主要な財源として確保 
〇消費税収（国分）は、現在高齢者三経費に充当。今後は、高齢者三経費を基本としつつ、社会保障四経費

（年金、医療、介護、少子化）に充当する分野を拡充 
〇 社会保障の安定財源確保に向けて、消費税収の規模とこれらの費用の関係を踏まえ、国・地方合わせた消

費税収の充実を図る 
 

（２）消費税収の使途の明確化 
〇 消費税収（国・地方、現行分の地方消費税を除く）については、全て国民に還元し、官の肥大化には使わな

いこととし、消費税を原則として社会保障の目的税とすることを法律上、会計上も明確にすることを含め、区分
経理を徹底する等、その使途を明確化（消費税収の社会保障財源化） 

〇 将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税収（国・地方）を主たる財源として安定財源
を確保 

 

（３） 国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保 
〇 現行分の消費税収（国・地方）については、国・地方の配分（地方分については現行分の地方消費税及び消

費税の現行の交付税法定率分）と地方分の基本的枠組みを変更しない 
〇 引上げ分の消費税収（国・地方）については（１）の分野に則った範囲の社会保障給付における国と地方の

役割分担に応じた配分 
〇 今般の社会保障改革における安定財源確保の考え方を踏まえつつ、地方単独事業を含めた社会保障給付

の全体像及び費用推計の総合的な整理を行った上で、地方単独事業に関して、必要な安定財源が確保でき
るよう、税制抜本改革において地方税制の改革などを実施 

 

（４） 消費税率の段階的引上げ 
〇 まずは、2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革に

かかる安定財源を確保 
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社会保障・税一体改革の概要（社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成） 

〇今回の社会保障改革の目指すところは、「社会保障の機能強化」と「機能維持―制度の持続可能性の確保」 

 であり、社会保障改革の財源確保と財政健全化を同時達成するしか、それぞれの目標を実現する道はない。 

 

〇このような考え方に立って、社会保障・税一体改革においては、社会保障給付にかかる安定財源を確保して  

 いくことを通じて、財政健全化を同時に実現する。 

 

○具体的には、まずは、2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、 

  国・地方合わせて、 

    ・「機能強化」にかかる費用 

    ・高齢化の進行等により増大する費用 

    ・基礎年金国庫負担２分の１を実現するために必要な費用 

    ・後代に付け回しをしている「機能維持」にかかる費用 

    ・消費税率引上げに伴う社会保障支出等の増加に要する費用 

  を賄うことにより、社会保障の安定財源確保を図る。 

    

○これらの取り組みなどにより、2015 年度段階での財政健全化目標の達成に向かうことで、「社会保障の安定  

 財源確保と財政健全化の同時達成」への一里塚が築かれる。 
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社会保障・税一体改革の概要（税制全体の抜本改革） 
（１）個人所得課税 
 ○ 格差の是正や所得再分配機能等の回復のため、各種控除の見直しや税率構造の改革を実施。 
 ○ 給付付き税額控除については、番号制度等を前提に、社会保障制度の見直しと併せて検討。 
 ○ 金融証券税制について、金融所得課税の一体化に取り組む。 

（２）法人課税 
 ○ 企業の国際競争力の維持・向上、国内への立地の確保・促進、雇用と国内投資の拡大を図る観点から、課税ベー 
  スの拡大等と併せ、法人実効税率の引下げ（中小法人に対する軽減税率についても同様）。 

（３）消費課税 
 ○ 消費税（国・地方）については、本成案に則って所要の改正。いわゆる逆進性の問題については、消費税率（国・  
  地方）が一定の水準に達し、税・社会保障全体の再配分を見てもなお対策が必要な場合には、複数税率よりも給付 
  などによる対応を優先することを基本に総合的に検討。 
 ○ 消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化のほか、消費税と個別間接税の関係等の論点につ 
  いて検討。 
 ○ 地球温暖化対策の観点から、エネルギー起源ＣＯ２排出抑制等を図るための税を導入。また、地球温暖化対策に 
  係る諸施策を地域で総合的に進めるため、地方公共団体の財源を確保する仕組みについて検討。車体課税につい  
  ては、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で検討。 

（４） 資産課税 
 ○ 資源再分配機能を回復し、格差の固定化を防止する観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しによる負 
  担の適正化及び贈与税の軽減等。 

（５） 地方税制 
 ○ 地域主権改革の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源確保の観点から、地方消費税を充実すると  
  ともに、地方法人課税のあり方を見直すことなどにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構
築。 

（６） その他 
 ○ 社会保障・税に関わる共通番号制度の導入を含む納税環境の整備等。 

なお、平成22年度・23年度改正においては、このような方向性を踏まえ、税制抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革に取り
組んできたところであり 現在 国会で審議されている平成23年度税制改正については 引き続き その早期実現を目指す  
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社会保障・税一体改革の概要（社会保障・税一体改革のスケジュール） 

〇 社会保障・税一体改革にあたっては、「国と地方の協議の場」で真摯に協議を行い、国・地方を通じた改革の

円滑かつ着実な推進を図る。 

〇 社会保障改革については、税制抜本改革の実施と併せ、工程表に従い、各分野において遅滞なく順次その

実施を図る。 

〇 税制抜本改革については、政府は日本銀行と一体となってデフレ脱却と経済活性化に向けた取組みを行

い、これを通じて経済状況を好転させることを条件として遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実施するた

め、平成21年度税制改正法附則104条に示された道筋に従って平成23年度中に必要な法制上の措置を講じ

る。 

〇 「経済状況の好転」は、名目・実質成長率など種々の経済指標の数値の改善状況を確認しつつ、東日本大

震災の影響等からの景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、総合的に判断するものとする。ま

た、税制抜本改革の実施に当たっては、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする。これらの

事項については、政府・与党において参照すべき経済指標、その数値についての考え方を含め十分検討し、

上記の法制化の際に必要な措置を具体化する。 

〇 以上のスケジュールに基づき、国会議員定数の削減や、公務員人件費の削減、特別会計改革や公共調達

改革等の不断の行政改革及び予算の組替えの活用等による徹底的な歳出の無駄の排除に向けた取組みを

強めて、国民の理解と協力を得ながら社会保障と税制の改革を一体的に進める。 
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社会保障・税一体改革の概要（デフレ脱却への取組み、経済成長との好循環の実現） 

〇 デフレからの脱却を実現するため、政府として強力かつ総合的な政策努力を最大限行うとともに、日本銀行

に対しては、引き続き、政府と緊密な情報交換・連携を保ちつつ、適切かつ機動的な金融政策運営により経

済を下支えするよう期待する。これにより、我が国経済を本格的な成長軌道に乗せていく。 

〇 社会保障・税一体改革により、社会保障分野における潜在需要を顕在化し、安心できる社会保障制度を確

立することが、雇用を生み、消費を拡大するという経済成長との好循環を通じて、成長と物価の安定的上昇

に寄与する。 

〇 社会保障は需要・供給両面で経済成長に寄与する機能を有しており、医療や介護分野での雇用創出や新

たな民間サービス創出のための環境整備、ＩＣＴなどのテクノロジーを活用した社会保障費用の最適化、サー

ビスの質の向上、医療イノベーション、ライフイノベーションの推進、ドラッグラグ・デバイスラグの早期解消、

先進医療制度の運用改善、民間企業を含めた多様な事業主体の新規参入促進、「新しい公共」の創造など、

利用者・国民の利便の向上と新たな産業分野育成の観点からの諸改革を進める。 

76 



（※）  成案においては、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」とされている。 
 

（注１） 消費税収は、現在は、国分は予算総則により高齢者3経費に充てられ、地方分は一般財源である。 
 

（注２） 消費税収（国分）を充当する社会保障給付の具体的分野（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。 
 

（注３） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費
用」（平成21年度税制改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。また、基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全
体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。 

 

（注４） 2015年度の消費税収は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年１月）に基づく推計（年央に改訂）。 
 

うち 
高齢者３経費 

 

22.1兆円 

32.0兆円 

消費税収 
（国・地方） 
12.8兆円 

37.0兆円 

（２０１１年度） 

消費税収 
（国・地方） 
13.5兆円 

9.3兆円 
（４％相当） 

12.8兆円 
（５％弱相当） 

うち 
高齢者３経費 

 

26.3兆円 

社会保障4経費 
（国・地方） 

（２０１５年度）（※） 

現状ベース 改革後ベース 

消費税収 
（国・地方） 

うち 
高齢者３経費 ５％ 

制度改革に伴う増及び
消費税引上げに伴う社
会保障支出の増 社会保障4経費 

（国・地方） 
社会保障4経費 

（国・地方） 

現行５% 

別紙（社会保障の安定財源確保の基本的枠組み） 
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      機能強化         ３％相当 
 

   ・制度改革に伴う増    
   ・高齢化等に伴う増     
   ・年金2分の1（安定財源）                         

   機能維持          １％相当 

消費税引上げに伴う 
社会保障支出等の増 １％相当 

5％相当の 
安定財源の 

確保 
※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源 

うち 
高齢者３経費 

社会保障4経費 
（国・地方） 

（2015年度）（※） 
 

改革後ベース 

５％ 

（注２） 高齢化等に伴う増は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸びを超える増加のことである。 

（注１） 消費税引上げに伴う社会保障支出等の増には、消費税を引き上げた場合に増加する国・地方の物資調達にかかる支出も含まれる。所要額は、財務省推計（ 2011年5月時点）であり、今
後各年度の予算編成過程において精査が必要。  

（注３） 機能強化の額は、厚労省による推計（2011年5月時点）。機能強化の具体的な内容は、 社会保障改革の主な項目のとおり。  

制度改革に伴う
増及び消費税引
上げに伴う社会
保障支出の増 

（国・地方） 

（注４） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」（平成21年度税制
改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。また、基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた
社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。  

（※）  成案においては、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」とされている。  

別紙（社会保障改革の安定財源の確保） 
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消費税収 
（国・地方） 

５％ 



  
 

機能強化   3％相当 
 

     ・制度改革に伴う増 
     ・高齢化等に伴う増 
     ・年金2分の1（安定財源） 

うち高齢者３経費 

基礎的財政収支 
（ＰＢ）対象経費 

（国・地方） 

税収・税外収入 
（国・地方） 

社会保障給付 
公費負担 
（国・地方） 

消費税収 

年金２分の１ （臨時財源） 

消費税収 

機能維持   1 ％相当 

  制度改革に伴う増  １％相当   ＰＢ赤字 
（国・地方） 

うち高齢者３経費 

消費税引上げに伴う 
社会保障支出等の増 

基礎的財政収支 
（ＰＢ）対象経費 

(国・地方) 

税収・税外収入 
（国・地方） 

 ＰＢ赤字（国・地方）（対GDP比）改善  
＝財政健全化目標との整合性 社会保障給付 

公費負担 
（国・地方） 

（2015年度） （2015年度）（※） 
 
 

その他歳出に係る 
ＰＢ赤字 

消費税引上げに伴う   
社会保障支出等の増 

1 ％相当 

内
閣
府
試
算
（23
年
1
月
）か

ら
の
Ｐ
Ｂ
改
善
（国
・地
方
） 

改
革
に
伴
う
新
規
歳
出
増
に 

見
合
っ
た
安
定
財
源
の
確
保 

２％ 

３％ 

１％相当 

現状ベース 改革後ベース 

※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源 

2011年度から 
の自然増 

  高齢化等に伴う増  １％相当   

その他歳出に係る 
ＰＢ赤字 

（注１） 「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）における財政健全化目標において、国・地方及び国の基礎的財政収支赤字の対GDP比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、 
         2020年度までに黒字化することとされている。内閣府試算（平成23年1月）の2015年度の試算結果からは、消費税率換算で約3％のPB（国・地方）の改善が必要。 

（注２） 改革後ベースにおける「高齢化等に伴う増」は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸び（「機能維持」に含まれる）を超える増加のことである。  

（注３） 社会保障給付には、基本的に地方単独事業を含んでおらず、今後、その全体状況の把握を進め、地方単独事業を含めた社会保障給付の全体像及び費用推計を総合的に整理する。 

高齢化等に伴う増 １％相当 

制度改革に伴う増 １％相当 

年金2分の1     １％相当 

（※）  成案においては、「2010年代半ばまでに段階的に消費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を確保する」とされている。 

別紙（社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成） 
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